
 

感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会設置要綱 

 

令和４年１０月１８日 

４福保保政第８８３号 

 

（設置目的） 

第１条 新興感染症が発生した際に、都の設置する保健所（以下「都保健所」という。）が地域保

健の広域的・専門的・技術的拠点としての役割・機能を果たすために必要な組織体制や業務運

営のあり方等を検討するため、感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会（以下「検討会」

という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、次に掲げる事項を検討する。 

（１） 今後の感染症対応に係る都保健所の体制及び業務運営に関すること 

（２） 今後の感染症対応に係る都保健所と市町村、関係機関との連携に関すること 

（３） （１）及び（２）を踏まえたその他都保健所業務等に関すること 

 

（委員及び組織） 

第３条 検討会の委員（以下「委員」という。）は、公衆衛生分野及び感染症分野の有識者、医療

関係者、関係団体及び関係行政機関の職員から福祉保健局長が委嘱する。 

２ 検討会に座長及び副座長を置く。 

３ 座長は委員の互選により、副座長は座長の指名により選任する。 

４ 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

５ 座長は、必要があると認めたときは、第１項に定める委員以外の者を会議に出席させ、又

は意見を聴くことができる。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、前条第１項の規定により委嘱を受けた日から１年以内とする。ただし、再

任を妨げない。 

 

（招集） 

第５条 検討会は、座長が招集する。 

 

（会議等の公開） 

第６条 会議並びに会議録及び会議に係る資料（以下「会議録」という。）は、公開する。ただし、

座長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める

ときその他正当な理由があると認めるときは、会議録等の全部又は一部を非公開とすることが

できる。 

 

（庶務） 

第７条 検討会の庶務は、福祉保健局保健政策部保健政策課において処理する。 

 

資料１ 



 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、座長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年１０月１８日から施行する。 


